
医療機関における
働き方改革について

令和2年度佐賀県医療勤務環境改善支援センター研修会
令和３年３月10日 14:30～15:30

－ １ －



医師については、
2024年から上限規制が
適用されます。

医師についても
適用されます。

－ ２ －



Point 時間外労働の上限規制が導入されます!

① ３６協定（時間外・休日労働に関する協定）はきちんと結びましょう
② 時間外労働・休日労働は最小限に定める工夫をしましょう
③ 休日労働はきちんと把握しましょう

－ ３ －

３頁より

特例:
常時10人未満の事業場

（保健衛生業）

1日8時間、1週44時間



臨時的な特別の事情があっても・・

－ ４ －４頁より
２頁より



時間外・休日労働に関する協定書 様式が変わります

－ ５ －厚労省HPより



－ ６ －

Point 年次有給休暇の確実な取得が必要です

３頁より



短時間労働者についてもご確認お願いします

－ ７ －

かつ ３頁より



有給休暇管理簿での管理が必要
（法定帳簿になります）

有給休暇管理簿記載内容の確認
・時季、日数、基準日・・・労働者ごとに作成
・３年間保存

・ 労働者名簿、賃金台帳と合わせて調整することも可能
・ システム上での管理可能（いつでも確認できる仕組み必要）

－ ８ －

７頁より



～ 職員の取得状況が見やすく、取得状況のフォローアップを ～

－ ９ －
福井労働局ＨＰより



取得しやすい医療機関を目指しましょう

有給休暇の取得は
職員の心身の疲労の回復、生産性の向上など
職員・医療機関双方にとってメリットがあります。

年５日の年次有給休暇の取得はあくまでも最低限の基準です。
５日にとどまることなく職員がより多くの

年次有給休暇を取得できるよう
環境整備に努めましょう

－ １０ －



Point 正規雇用労働者と 非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差が禁止されます（ 同一労働・同一賃金 ）

－ １１ －



・比較者の選定
・職務の内容や責任

配置の変更の有無
書き出し・整 理

『均衡待遇』 『均等待遇』
－ １２ －

厚労省HPより

取組手順書に沿って点検しましょう ⇒



待遇に違いの有無を確認

待遇の違いが不合理でないか確認

－ １３ －



－ １４ －厚労省HPより



厚労省HPより － １５ －



厚労省HPより
－ １６ －



厚労省HP 医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめの公表についてR2.12.22（参考資料）より



厚労省HP 医師の働き方改革の推進に関する検討会中間とりまとめの公表についてR2.12.22（参考資料）より



本日はお忙しい中に
お時間をいただきまして

ありがとうございました

－ １７ －


